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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両フロア及びシートのいずれか一方に固定される第１レールと、
　前記車両フロア及び前記シートのいずれか他方に固定され、前記第１レールに対し相対
移動可能に連結される第２レールとを備え、
　前記第１レールは、幅方向に並設された一対の第１側壁部と、前記第２レールから離隔
する前記両第１側壁部の基端間を連結する第１連結壁部と、前記両第１側壁部の先端から
互いの対向する幅方向内側にそれぞれ張り出して更に該第１側壁部の基端側に折り返され
た一対の第１折返し壁部と、前記両第１折返し壁部の先端に形成された被係止部とを有し
、
　前記第２レールは、前記両第１側壁部間で幅方向に並設された一対の第２側壁部と、前
記第１レールから離隔する前記両第２側壁部の基端間を連結する第２連結壁部と、前記両
第２側壁部の先端から互いに離隔する幅方向外側にそれぞれ張り出して更に前記第１側壁
部及び前記第１折返し壁部に包囲されるように折り返された一対の第２折返し壁部と、幅
方向に対向配置されて前記各第２側壁部及び前記各第２折返し壁部にそれぞれ形成された
一対の側壁部透孔及び折返し壁部透孔とを有し、
　前記両第２側壁部間に配置されて幅方向に延びる軸線周りに前記第２レールに回動自在
に連結されるレバー部と、
　前記レバー部の先端部に固着され、前記両第１側壁部間に配置されて前記両側壁部透孔
及び前記両折返し壁部透孔に跨って幅方向に広がるロックプレートと、
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　前記ロックプレートの幅方向両側縁部に形成され、前記レバー部の一側方向への回動に
伴い前記被係止部と係合し、前記レバー部の他側方向への回動に伴い前記被係止部との係
合を解除する係止部と、
　前記係止部が前記被係止部に係合する側に付勢する付勢部材とを備え、
　前記レバー部は、
　前記両第２側壁部間で幅方向に並設される一対の縦壁部において前記第２レールに回動
自在に連結され、且つ、前記両縦壁部の前記第２連結壁部から離隔する先端において前記
ロックプレートと高さ方向に締結されており、
　少なくとも前記ロックプレートの締結位置で前記両縦壁部の前記第２連結壁部に近付く
基端間を連結する規制壁部を有し、
　前記両縦壁部の前記第２連結壁部から離隔する先端にそれぞれ突設された複数の係合突
片と、
　前記複数の係合突片に高さ方向に対向して前記ロックプレートにそれぞれ形成された複
数の係合孔とを備え、
　前記レバー部及び前記ロックプレートは、前記複数の係合孔をそれぞれ貫通した前記複
数の係合突片の先端をそれぞれ圧潰させることで高さ方向に締結されていることを特徴と
する車両用シートスライド装置。
【請求項２】
　車両フロア及びシートのいずれか一方に固定される第１レールと、
　前記車両フロア及び前記シートのいずれか他方に固定され、前記第１レールに対し相対
移動可能に連結される第２レールとを備え、
　前記第１レールは、幅方向に並設された一対の第１側壁部と、前記第２レールから離隔
する前記両第１側壁部の基端間を連結する第１連結壁部と、前記両第１側壁部の先端から
互いの対向する幅方向内側にそれぞれ張り出して更に該第１側壁部の基端側に折り返され
た一対の第１折返し壁部と、前記両第１折返し壁部の先端に形成された被係止部とを有し
、
　前記第２レールは、前記両第１側壁部間で幅方向に並設された一対の第２側壁部と、前
記第１レールから離隔する前記両第２側壁部の基端間を連結する第２連結壁部と、前記両
第２側壁部の先端から互いに離隔する幅方向外側にそれぞれ張り出して更に前記第１側壁
部及び前記第１折返し壁部に包囲されるように折り返された一対の第２折返し壁部と、幅
方向に対向配置されて前記各第２側壁部及び前記各第２折返し壁部にそれぞれ形成された
一対の側壁部透孔及び折返し壁部透孔とを有し、
　前記両第２側壁部間に配置されて幅方向に延びる軸線周りに前記第２レールに回動自在
に連結されるレバー部と、
　前記レバー部の先端部に固着され、前記両第１側壁部間に配置されて前記両側壁部透孔
及び前記両折返し壁部透孔に跨って幅方向に広がるロックプレートと、
　前記ロックプレートの幅方向両側縁部に形成され、前記レバー部の一側方向への回動に
伴い前記被係止部と係合し、前記レバー部の他側方向への回動に伴い前記被係止部との係
合を解除する係止部と、
　前記係止部が前記被係止部に係合する側に付勢する付勢部材とを備え、
　前記レバー部の先端部には、係合突片が突設され、
　前記ロックプレートには、係合孔が形成され、
　前記レバー部及び前記ロックプレートは、前記係合孔を貫通した前記係合突片の先端を
圧潰させることで固着されていることを特徴とする車両用シートスライド装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の車両用シートスライド装置において、
　前記レバー部は、
　前記両第２側壁部間で幅方向に並設される一対の縦壁部において前記第２レールに回動
自在に連結され、且つ、前記両縦壁部の前記第２連結壁部から離隔する先端において前記
ロックプレートと高さ方向に締結されており、
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　前記レバー部は、前記ロックプレートと前記両縦壁部とともに閉断面を構成する連結壁
を有することを特徴とする車両用シートスライド装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両フロア及びシートの相対位置を調整するための車両用シートスライド装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、こうした車両用シートスライド装置として種々のものが提案されている。例えば
特許文献１に記載された車両用シートスライド装置は、上方開口を有する断面略Ｕ字状の
ロアレール（１２）と、当該上方開口を塞ぐ断面略Ｕ字状のアッパレール（１１）とが、
長手方向に向けて相互に摺動自在に係合されてなる。そして、アッパレールには、ロック
レバー（１５）が軸支されている。
【０００３】
　すなわち、ロックレバーには、その取付部（１５ｂ）のＵ字状の断面内部にリベット（
１７）が配置されるとともに、該リベットともども取付部を幅方向に貫通するスプリング
ピン（１８）が設けられている。ロックレバーは、リベットがアッパレールの天板（１１
ａ）にかしめによって締結されることで、スプリングピンを中心にアッパレールに回動自
在に連結されている。
【０００４】
　ロックレバーは、スプリングピン周りの回動に伴いアッパレールの下部に形成された切
り欠き（１１ｄ）に進入可能な係止部（１５ａ）を一体的に有する。この係止部は、アッ
パレールの幅方向略全長に亘って当該方向に広がっている。そして、係止部には、ロック
レバーのスプリングピン周りの回動に伴いロアレールに形成された被係合部（１２ｆ）の
嵌入可能なロック孔（１５ｃ）が形成されている。
【０００５】
　なお、ロックレバーは、アッパレールの先端部から挿入された操作レバー（６）に接続
されている。また、ロックレバーは、アッパレールの天板及びリベット間に一方の端部の
挟持された板ばねからなるロックスプリング（１６）の他方の端部に圧接され、その係止
部がアッパレールの切り欠きに進入する方向であって、ロック孔にロアレールの被係合部
が嵌入する方向に常時付勢されている。
【０００６】
　従って、ロックレバーがロックスプリングに回動付勢されて、その係止部がアッパレー
ルの切り欠きに進入するとともにロック孔にロアレールの被係合部が嵌入すると、ロック
レバーを支持するアッパレールのロアレールに対する移動が係止される。これにより、両
レールの長手方向に沿う車両フロアに対するシートの移動が規制（ロック）される。
【０００７】
　一方、操作レバーからの解除操作力の入力により、ロックレバーがロックスプリングの
付勢力に抗して、その係止部がアッパレールの切り欠きから外れる方向であって、ロック
孔からロアレールの被係合部が外れる方向に回動すると、アッパレールのロアレールに対
する移動係止が解除される。これにより、両レールの長手方向に沿う車両フロアに対する
シートの移動が許容（アンロック）される。
【０００８】
　以上により、シートを、乗員着座等に好適な所要の位置に調整・保持することができる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第４３５５９６３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、アッパレールの切り欠きは、アッパレールの幅方向略全長（両フランジ部（
１１ｃ）間）に亘って当該方向に広がるロックレバーの係止部を進入可能とするために、
アッパレールの下部を大きく開口させることになる。この場合、切り欠きは、アッパレー
ルに曲げ荷重が加わった際の応力集中部となって、該アッパレールの曲げ強度の著しい低
下を余儀なくされる。
【００１１】
　本発明の目的は、レール間の相対移動の係止に係るロックプレートを一のレールの幅方
向に貫通させながらも、当該レールの曲げ強度の低下を抑制ことができる車両用シートス
ライド装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記問題点を解決するために、請求項１及び請求項２に記載の発明は、車両フロア及び
シートのいずれか一方に固定される第１レールと、前記車両フロア及び前記シートのいず
れか他方に固定され、前記第１レールに対し相対移動可能に連結される第２レールとを備
え、前記第１レールは、幅方向に並設された一対の第１側壁部と、前記第２レールから離
隔する前記両第１側壁部の基端間を連結する第１連結壁部と、前記両第１側壁部の先端か
ら互いの対向する幅方向内側にそれぞれ張り出して更に該第１側壁部の基端側に折り返さ
れた一対の第１折返し壁部と、前記両第１折返し壁部の先端に形成された被係止部とを有
し、前記第２レールは、前記両第１側壁部間で幅方向に並設された一対の第２側壁部と、
前記第１レールから離隔する前記両第２側壁部の基端間を連結する第２連結壁部と、前記
両第２側壁部の先端から互いに離隔する幅方向外側にそれぞれ張り出して更に前記第１側
壁部及び前記第１折返し壁部に包囲されるように折り返された一対の第２折返し壁部と、
幅方向に対向配置されて前記各第２側壁部及び前記各第２折返し壁部にそれぞれ形成され
た一対の側壁部透孔及び折返し壁部透孔とを有し、前記両第２側壁部間に配置されて幅方
向に延びる軸線周りに前記第２レールに回動自在に連結されるレバー部と、前記レバー部
の先端部に固着され、前記両第１側壁部間に配置されて前記両側壁部透孔及び前記両折返
し壁部透孔に跨って幅方向に広がるロックプレートと、前記ロックプレートの幅方向両側
縁部に形成され、前記レバー部の一側方向への回動に伴い前記被係止部と係合し、前記レ
バー部の他側方向への回動に伴い前記被係止部との係合を解除する係止部と、前記係止部
が前記被係止部に係合する側に付勢する付勢部材とを備えたことを要旨とする。
【００１３】
　同構成によれば、前記付勢部材の付勢力により、前記第２レールに連結された前記レバ
ー部が一側方向に回動して、前記ロックプレートの前記係止部が前記第１レールの前記被
係止部に係合すると、前記第１レール及び前記第２レールの相対移動が係止される。一方
、前記付勢部材の付勢力に抗して、前記第２レールに連結された前記レバー部が他側方向
に回動して、前記ロックプレートの前記係止部が前記第１レールの前記被係止部との係合
を解除すると、前記第１レール及び前記第２レールの相対移動の係止が解除される。これ
らの際、前記ロックプレートとの干渉を回避するための前記両側壁部透孔及び前記両折返
し壁部透孔は閉じた形状を有することで、例えば従来例のように開いた（開口する）形状
を有する場合に比べて前記第２レールの曲げ強度の低下を抑制することができる。
　更に、請求項１に記載の発明においては、前記レバー部は、前記両第２側壁部間で幅方
向に並設される一対の縦壁部において前記第２レールに回動自在に連結され、且つ、前記
両縦壁部の前記第２連結壁部から離隔する先端において前記ロックプレートと高さ方向に
締結されており、少なくとも前記ロックプレートの締結位置で前記両縦壁部の前記第２連
結壁部に近付く基端間を連結する規制壁部を有し、前記両縦壁部の前記第２連結壁部から
離隔する先端にそれぞれ突設された複数の係合突片と、前記複数の係合突片に高さ方向に
対向して前記ロックプレートにそれぞれ形成された複数の係合孔とを備え、前記レバー部
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及び前記ロックプレートは、前記複数の係合孔をそれぞれ貫通した前記複数の係合突片の
先端をそれぞれ圧潰させることで高さ方向に締結されている。
　同構成によれば、前記両縦壁部に対して前記ロックプレートを高さ方向に締結する際、
前記レバー部がその軸線周りに揺動しようとしても、該揺動は、前記規制壁部が前記第２
連結壁部に当接するまでの範囲に制限される。従って、前記両縦壁部及び前記ロックプレ
ートを円滑に締結することができる。
　同構成によれば、前記レバー部及び前記ロックプレートを、前記複数の係合孔をそれぞ
れ貫通した前記複数の係合突片の先端をそれぞれ圧潰させるという極めて簡易な手法で、
高さ方向に締結することができる。
　更に、請求項２に記載の発明においては、前記レバー部の先端部には、係合突片が突設
され、前記ロックプレートには、係合孔が形成され、前記レバー部及び前記ロックプレー
トは、前記係合孔を貫通した前記係合突片の先端を圧潰させることで固着されている。
【００１４】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の車両用シートスライド装置に
おいて、前記レバー部は、前記両第２側壁部間で幅方向に並設される一対の縦壁部におい
て前記第２レールに回動自在に連結され、且つ、前記両縦壁部の前記第２連結壁部から離
隔する先端において前記ロックプレートと高さ方向に締結されており、前記レバー部は、
前記ロックプレートと前記両縦壁部とともに閉断面を構成する連結壁を有することを要旨
とする。
【００１５】
　同構成によれば、前記ロックプレート、前記両縦壁部及び前記連結壁が協働して閉断面
を構成することで強度を増加することができ、例えば前記ロックプレートの幅方向端部が
高さ方向に歪む変形を抑制することができ、該ロックプレートによる前記第１レール及び
前記第２レールの相対移動の係止・解除の動作不良を抑制することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明では、レール間の相対移動の係止に係るロックプレートを一のレールの幅方向に
貫通させながらも、当該レールの曲げ強度の低下を抑制ことができる車両用シートスライ
ド装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明が適用される車両用シートを示す側面図。
【図２】本発明の一実施形態を示す分解斜視図。
【図３】（ａ）（ｂ）は、同実施形態を示す縦断面図。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、図３（ａ）のＡ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線及びＣ－Ｃ線に沿った断面
図。
【図５】（ａ）（ｂ）は、ロックレバーを示す平面図及び側面図であり、（ｃ）は、（ｂ
）の範囲Ｄを示す拡大図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１～図５を参照して本発明の一実施形態について説明する。図１に示すように、車両
フロア２には、第１レールとしてのロアレール３が前後方向に延在する態様で固定される
とともに、該ロアレール３には、第２レールとしてのアッパレール４がロアレール３に対
し前後方向に相対移動可能に装着されている。
【００２３】
　なお、ロアレール３及びアッパレール４は、幅方向（図１において紙面に直交する方向
）でそれぞれ対をなして配設されており、ここでは前方に向かって左側に配置されたもの
を示している。そして、両アッパレール４には、乗員の着座部を形成するシート５が固定
・支持されている。ロアレール３及びアッパレール４の相対移動は基本的に係止状態にあ
って、該係止状態を解除するための解除ハンドル６が設けられている。
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【００２４】
　図２に示すように、ロアレール３は、板材からなり、幅方向両側で上下方向に延びる一
対の第１側壁部１１及びこれら第１側壁部１１の基端（下端）間を連結する第１連結壁部
１２を有する。そして、各第１側壁部１１の先端（上端）には、幅方向内側に張り出して
更に第１側壁部１１の基端側に折り返された第１折返し壁部１３が連続形成されている。
【００２５】
　一方、前記アッパレール４は、板材からなり、図４（ａ）～（ｃ）に併せ示すように、
ロアレール３の両第１折返し壁部１３間で上下方向に延びる一対の第２側壁部１４及びこ
れら第２側壁部１４のロアレール３から離隔する基端（上端）間を連結する第２連結壁部
１５を有する。そして、各第２側壁部１４の先端（下端）には、幅方向外側に張り出して
更に第１側壁部１１及び第１折返し壁部１３に包囲されるように折り返された第２折返し
壁部１６が連続形成されている。
【００２６】
　つまり、ロアレール３及びアッパレール４は、開口側が互いに突き合わされたＵ字状の
レール断面をそれぞれ有しており、主として第１及び第２折返し壁部１３，１６との係合
によって上下方向に抜け止めされている。これらロアレール３及びアッパレール４により
形成されるレール断面は、矩形状をなすいわゆる箱形である。ロアレール３は、アッパレ
ール４と協働して空間Ｓを構成する。
【００２７】
　なお、図３（ａ）及び図４（ｃ）に示すように、各第２折返し壁部１６及びこれに対向
する第１側壁部１１間には、前後一対の転動部材２０が装着されており、アッパレール４
は、ロアレール３との間で転動部材２０を転動させる態様で、該ロアレール３に対し長手
方向（前後方向）に摺動自在に支持されている。
【００２８】
　図３（ａ）（ｂ）に示すように、ロアレール３の各第１折返し壁部１３の長手方向中間
部には、当該方向に所定の間隔をもってその先端（下端）から上向きに複数の切り欠き１
３ａが形成されるとともに、各隣り合う切り欠き１３ａ間に被係止部としての四角歯状の
ロック爪１３ｂが形成されている。従って、複数のロック爪１３ｂは、前記所定の間隔を
もってロアレール３の長手方向に並設されている。また、ロアレール３の両第１折返し壁
部１３の長手方向両端部には、第１折返し壁部１３の先端（下端）から更に下方にステッ
プ状に延出する規制部１７が形成されている。複数のロック爪１３ｂの全てが、ロアレー
ル３（第１折返し壁部１３）の長手方向で両規制部１７間に挟まれるように配置されてい
ることはいうまでもない。
【００２９】
　一方、アッパレール４の各第２側壁部１４の長手方向中間部には、当該方向に間隔をあ
けて一対の側壁部取付孔１４ａが形成されるとともに、アッパレール４の各第２折返し壁
部１６には、図４（ａ）に併せ示すように、各側壁部取付孔１４ａに幅方向で対向して折
返し壁部取付孔１６ａが形成されている。側壁部取付孔１４ａ及び折返し壁部取付孔１６
ａは、上下方向で第１折返し壁部１３（ロック爪１３ｂ）の下端及び規制部１７の下端間
に配置されている。
【００３０】
　そして、幅方向で隣り合う側壁部取付孔１４ａ及び折返し壁部取付孔１６ａには、第２
側壁部１４及び第２折返し壁部１６間に幅方向で橋渡しされる態様で係止部材４０が挿設
されている。この係止部材４０は、例えば金属製の板材をＵ字状に折り曲げた板ばねから
なる。係止部材４０をアッパレール４に組み付ける際には、長手方向で両規制部１７間に
側壁部取付孔１４ａ及び折返し壁部取付孔１６ａが配置されるように予めロアレール３及
びアッパレール４を組み付けた状態で、アッパレール４内から幅方向外側に向けて側壁部
取付孔１４ａ及び折返し壁部取付孔１６ａに順次、係止部材４０を挿入する。これにより
、係止部材４０は、アッパレール４に保持される。
【００３１】



(7) JP 5659974 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

　ここで、第２側壁部１４及び第２折返し壁部１６間に幅方向で橋渡しされる係止部材４
０が、ロアレール３及びアッパレール４の相対移動方向において、第１折返し壁部１３の
移動軌跡を開放するとともに規制部１７の移動軌跡を遮ることはいうまでもない。従って
、ロアレール３及びアッパレール４の相対移動時、該当の規制部１７及び係止部材４０が
当接することで当該移動が係止される。これにより、ロアレール３及びアッパレール４の
相対移動量が一定範囲内に制限される。
【００３２】
　図２に示すように、アッパレール４の両第２折返し壁部１６には、前側の折返し壁部取
付孔１６ａよりも更に前側で円形の軸取付孔１６ｂがそれぞれ形成されるとともに、両折
返し壁部取付孔１６ａの中間部で軸取付孔１６ｂを中心とする扇状の折返し壁部透孔とし
ての透孔１６ｃがそれぞれ形成されている。なお、アッパレール４の第２連結壁部１５に
は、軸取付孔１６ｂよりも更に前側で幅方向に並設された一対のスリット状の支持孔２１
が形成されている。これら両支持孔２１は前後方向に延在する。
【００３３】
　また、図３（ａ）に示すように、アッパレール４の両第２側壁部１４には、前記軸取付
孔１６ｂと同心の円形の軸取付孔１４ｂがそれぞれ形成されるとともに、両側壁部取付孔
１４ａの中間部で軸取付孔１４ｂを中心とする扇状の側壁部透孔としての透孔１４ｃがそ
れぞれ形成されている。軸取付孔１４ｂ，１６ｂは、互いに同等の内径を有しており、透
孔１４ｃ，１６ｃは、図４（ｂ）に併せ示すように、互いに同等の形状を有して幅方向に
対向している。すなわち、これら透孔１４ｃ，１６ｃは、側面視で略合同の扇形状（閉じ
た形状）を呈する。
【００３４】
　図３（ａ）に示すように、アッパレール４内には、幅方向に中心線の延びる円柱状の支
持ピン２２により、ロックレバー３０が回動自在に連結されている。すなわち、ロックレ
バー３０は、図２に示すように、前後方向に延在するレバー部としての板材からなる柄部
３１を備える。この柄部３１は、その長手方向全長に亘って一対の縦壁部３２が幅方向に
並設される態様で立設されている。これら両縦壁部３２の幅方向の距離は、アッパレール
４の両第２側壁部１４の幅方向の距離よりも小さく設定されている。そして、両縦壁部３
２は、各々の前端部において保持壁３３により上端縁間が幅方向に接続されるとともに、
各々の後端部において連結壁及び規制壁部としての天板部３４により上端縁間が幅方向に
接続されている。そして、両縦壁部３２には、支持ピン２２（軸取付孔１４ｂ，１６ｂ）
と同心の円形の軸取付孔３５がそれぞれ形成されている。柄部３１は、両軸取付孔１４ｂ
，１６ｂに両端部の嵌挿される支持ピン２２が両軸取付孔３５に挿入・軸支されることで
、アッパレール４に回動自在に連結されている。
【００３５】
　なお、図５（ａ）（ｂ）に併せ示すように、保持壁３３は、側面視において下向きに凸
となる円弧形状を呈する。また、両縦壁部３２は、前後方向における保持壁３３及び軸取
付孔３５間で下端縁から互いに対向する幅方向内側に突設されたフランジ状の支持壁３２
ａをそれぞれ有する。
【００３６】
　図５（ｃ）に拡大して示すように、各縦壁部３２には、天板部３４の下方となる後端部
において下端から下向きに一対の係合突片としての締結部３６が前後方向に間隔をあけて
突設されている、各締結部３６は、前後方向に隣接配置された一対の締結片３６ａ，３６
ｂを１組とする構成となっている。一方、ロックレバー３０は、両透孔１４ｃ，１６ｃを
貫通する態様で前後方向及び幅方向に広がる平板状のロックプレート３７を備える。この
ロックプレート３７には、各締結部３６に対向して上下方向に開口する係合孔としてのス
リット状の締結孔３８が合計４個形成されている。ロックプレート３７は、その組付けに
おいて、例えば予めアッパレール４に柄部３１を軸支した状態で両透孔１４ｃ，１６ｃに
対し幅方向に挿入されて、両縦壁部３２の下側に配置される。そして、この状態で、各締
結孔３８に該当の締結部３６を高さ方向に挿入した後、例えば締結孔３８を貫通した両締
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結片３６ａ，３６ｂの先端を前後方向に開くように圧潰させることで、柄部３１に締結・
固定される。従って、図４（ｂ）に示すように、柄部３１の後端部は、ロックプレート３
７、両縦壁部３２及び天板部３４と協働して略四角形の閉じた断面（閉断面）を構成する
。
【００３７】
　また、ロックプレート３７には、締結部３６よりも幅方向外側で前後方向に並設された
複数（３個）の係止部としてのロック孔３９が前記所定の間隔をもって形成されている。
図４（ｂ）に併せ示すように、各ロック孔３９は、第１折返し壁部１３に対向して上下方
向に開口しており、ロアレール３の長手方向で隣り合う複数（３個）のロック爪１３ｂと
合致可能な位置に配置されている。
【００３８】
　そして、図４（ｂ）に実線で示すように、ロックプレート３７が上昇するようにロック
レバー３０が支持ピン２２周りに回動するとき、各ロック孔３９に対応するロック爪１３
ｂを嵌入可能となっている。各ロック孔３９に対応するロック爪１３ｂを嵌入するとき、
ロアレール３及びアッパレール４の相対移動が係止される。一方、図４（ｂ）に２点鎖線
で示すように、ロックプレート３７が下降するようにロックレバー３０が支持ピン２２周
りに回動するとき、各ロック孔３９が対応するロック爪１３ｂから外れるように設定され
ている。このとき、ロアレール３及びアッパレール４の相対移動の係止が解除される。
【００３９】
　なお、各ロック孔３９に対応するロック爪１３ｂを嵌入する側（即ちロックプレート３
７が上昇する側）にロックレバー３０が支持ピン２２周りに回動するとき、天板部３４の
上面が第２連結壁部１５の下面に近接（即ち非接触）している。そして、仮にロックレバ
ー３０が支持ピン２２周りに本来の回動範囲よりも過剰に回動しようとすると、その弾性
変形に伴い天板部３４の上面がついには第２連結壁部１５の下面に当接してその回動が係
止される。これは、例えば両縦壁部３２に対してロックプレート３７を前述の態様で高さ
方向に締結する際、柄部３１の軸線周りの揺動を天板部３４の上面が第２連結壁部１５の
下面に当接するまでの範囲に制限して当該締結作業を円滑に行うためである。換言すれば
、ロックプレート３７の挿通される両透孔１４ｃ，１６ｃは、ロアレール３及びアッパレ
ール４の相対移動の係止・解除時のロックプレート３７の回動を許容する機能に加えて、
両縦壁部３２及びロックプレート３７の締結作業時のロックプレート３７の回動を一定範
囲内で許容する機能を有している。
【００４０】
　アッパレール４内には、図２に示すように、１本の線材からなるワイヤスプリング５０
が配置されている。このワイヤスプリング５０は、平面視において後側に開口する略コ字
状に成形されており、左右対称で前後方向に延在する一対の延設部５１を有するとともに
、これら両延設部５１の前端間を幅方向に接続する接続部５２を有する。図３（ａ）に併
せ示すように、ワイヤスプリング５０は、各延設部５１の長手方向中間部を上方に湾出し
てなる固定部５３を有するとともに、該固定部５３の後側で後方に向かって前記支持ピン
２２に時計回りに巻回してなるコイル部５４を有する。そして、ワイヤスプリング５０は
、コイル部５４を含む両延設部５１の固定部５３よりも後側の部位で第１付勢部５５を形
成するとともに、接続部５２及び両延設部５１の固定部５３よりも前側の部位で第２付勢
部５６を形成する。
【００４１】
　ワイヤスプリング５０は、各固定部５３をアッパレール４の該当の支持孔２１から突出
させる態様で概ね柄部３１内に配置され、コイル部５４において支持ピン２２を介してア
ッパレール４（両第２側壁部１４）に支持されている。ワイヤスプリング５０は、両固定
部５３を支持孔２１の後端面に接触させており、コイル部５４（支持ピン２２）よりも後
側で第１付勢部５５の後端部をロックプレート３７の下面に弾性的に接触させている。つ
まり、第１付勢部５５は、アッパレール４との固定位置（固定部５３）を支点にコイル部
５４を含めて曲げ変形されており、該固定位置を支点にロックレバー３０を付勢している
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。従って、ロックレバー３０は、ワイヤスプリング５０（第１付勢部５５）によりロック
プレート３７が上昇する側、即ち各ロック孔３９に対応するロック爪１３ｂが嵌入する側
に回動付勢されている。
【００４２】
　第１付勢部５５にコイル部５４を配設しているのは、第１付勢部５５の前後方向への延
出長を抑えながらも、曲げ変形時の弾性係数を実質的に低減させるためである。なお、ワ
イヤスプリング５０の両固定部５３は、支持孔２１の前端面に非接触とされている。そし
て、ワイヤスプリング５０（第２付勢部５６）の接続部５２は、保持壁３３よりも前側に
配置されている。
【００４３】
　前記解除ハンドル６は、筒材を曲げ成形してなり、両アッパレール４の前側でこれらを
幅方向に橋渡しするように成形されている。図２に示すように、解除ハンドル６の後方に
延出する先端部６１は、前記両縦壁部３２間の幅方向の距離よりも外径の小さい円筒形状
を呈しており、その下部には、幅方向に延在するスリット状の支持溝６２が形成されてい
る。
【００４４】
　図３（ａ）に示すように、解除ハンドル６は、各先端部６１が対応する柄部３１（ロッ
クレバー３０）の保持壁３３よりも下側、且つ、両支持壁３２ａよりも上側で両縦壁部３
２間に挿入されている。そして、先端部６１は、ワイヤスプリング５０の接続部５２が支
持溝６２に嵌入することで係止・抜け止めされる。つまり、支持溝６２の後端面６２ａは
、解除ハンドル６の先端部６１の外れを抑制するための接続部５２との係合面となってい
る。また、両縦壁部３２間に挿入された先端部６１は、その後方延長線上に支持ピン２２
が対向するように配置されている。これにより、両縦壁部３２間に先端部６１が過剰に挿
入されたとしても、支持ピン２２に当接するまでの一定の範囲に制限されている。
【００４５】
　そして、両縦壁部３２間に挿入された先端部６１は、支持溝６２においてワイヤスプリ
ング５０により上昇するように付勢されることで、先端部６１の上部及び下部を保持壁３
３の下面及び両支持壁３２ａの上面にそれぞれ当接させる態様で、実質的に支持ピン２２
周りにロックレバー３０と一体回転するように保持される。つまり、ワイヤスプリング５
０は、解除ハンドル６がロックレバー３０と一体回転するように解除ハンドル６を弾性的
に保持する機能を併せ有している。ワイヤスプリング５０の接続部５２で先端部６１（解
除ハンドル６）を弾性的に保持しているのは、例えばロックレバー３０に対して適度な節
度感をもってこれに連結するためである。あるいは、意図しない外力などで先端部６１（
解除ハンドル６）が支持ピン２２周りに本来の操作方向とは逆方向に回動しようとした際
に、ロックレバー３０に対する先端部６１の揺動を許容してロックレバー３０に過大な負
荷が作用することを回避するためである。また、解除ハンドル６の先端部６１を係止等す
るワイヤスプリング５０（第２付勢部５６）の接続部５２を保持壁３３よりも前側に配置
したのは、解除ハンドル６がロックレバー３０に対して接続部５２を中心に揺動すること
を抑制するためである。
【００４６】
　次に、本実施形態の動作について説明する。
　まず、解除ハンドル６の操作力が解放されているものとする。このとき、ワイヤスプリ
ング５０（第１付勢部５５）の付勢力により、先端部６１（解除ハンドル６）と一体でロ
ックレバー３０が支持ピン２２周りにロックプレート３７が上昇する側、即ち各ロック孔
３９が対応するロック爪１３ｂに嵌入する側に回動されることで、前述の態様でロアレー
ル３及びアッパレール４の相対移動が係止される。そして、アッパレール４に支持される
シート５の前後方向の位置が保持される。
【００４７】
　ここで、解除ハンドル６がその前端を持ち上げるように操作されたとする。このとき、
ワイヤスプリング５０（第１付勢部５５）の付勢力に抗して、先端部６１（解除ハンドル
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６）と一体でロックレバー３０が支持ピン２２周りにロックプレート３７が下降する側、
即ち各ロック孔３９が対応するロック爪１３ｂから外れる側に回動されることで、前述の
態様でロアレール３及びアッパレール４の相対移動の係止が解除される。そして、アッパ
レール４に支持されるシート５の前後方向の位置調整が可能になる。特に、これらの際に
は、両透孔１４ｃ，１６ｃ内でロックプレート３７を空走させることで、該ロックプレー
ト３７との干渉が回避されている。
【００４８】
　以上詳述したように、本実施形態によれば、以下に示す効果が得られるようになる。
　（１）本実施形態では、アッパレール４に連結された柄部３１が支持ピン２２周りに回
動する際にロックプレート３７との干渉を回避するための両透孔１４ｃ，１６ｃは、閉じ
た形状を有することで、例えば従来例のように開いた（開口する）形状を有する場合に比
べてアッパレール４の曲げ強度の低下を抑制することができる。
【００４９】
　（２）本実施形態では、ロックプレート３７、両縦壁部３２及び天板部３４が協働して
閉断面を構成することで強度を増加することができ、例えばロックプレート３７の幅方向
端部が高さ方向に歪む変形を抑制することができる。そして、ロックプレート３７による
ロアレール３及びアッパレール４の相対移動の係止・解除の動作不良を抑制することがで
きる。
【００５０】
　（３）本実施形態では、柄部３１の両縦壁部３２に対してロックプレート３７を高さ方
向に締結する際、柄部３１の軸線周りの揺動は、天板部３４の上面が第２連結壁部１５の
下面に当接するまでの範囲に制限される。従って、柄部３１の両縦壁部３２及びロックプ
レート３７を円滑に締結することができる。
【００５１】
　（４）本実施形態では、柄部３１及びロックプレート３７を、複数の締結孔３８をそれ
ぞれ貫通した複数の締結部３６の先端をそれぞれ圧潰させるという極めて簡易な手法で、
高さ方向に締結することができる。
【００５２】
　なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
　・前記実施形態においては、連結壁として兼用される規制壁部としての天板部３４を設
けた。これに対し、連結壁及び規制壁部を個別に設けてもよいし、いずれか一方を割愛し
てもよい。例えば天板部３４に加えて、両縦壁部３２の高さ方向中間部間を連結する連結
壁を設けてもよい。つまり、柄部３１の後端部は、断面形状において、ロックプレート３
７と協働して「日」字状となる構成であってもよい。あるいは、天板部３４に代えて、両
縦壁部３２の高さ方向中間部間を連結する連結壁を設けてもよい。つまり、柄部３１の後
端部は、断面形状において「Ｈ」字状であってもよい。これらのいずれの場合であっても
、連結壁は、柄部３１の両縦壁部３２及びロックプレート３７と協働して閉断面を構成す
ることで強度を増加することができる。
【００５３】
　・前記実施形態において、柄部３１の両縦壁部３２及びロックプレート３７は、例えば
溶接などで固着してもよい。
　・前記実施形態において、柄部３１に配設する複数の締結部を柱状（ピン状）として、
複数の締結孔３８をそれぞれ貫通した複数の柱状（ピン状）の締結部の先端をそれぞれ圧
潰させることで、柄部３１及びロックプレート３７を高さ方向に締結してもよい。
【００５４】
　・前記実施形態において、柄部３１の各縦壁部３２の前後方向に並設する締結部の個数
は任意であり、柄部３１及びロックプレート３７の締結強度等に合わせて適宜の個数を採
用すればよい。
【００５５】
　・前記実施形態において、ロックプレート３７の前後方向に並設するロック孔３９の個



(11) JP 5659974 B2 2015.1.28

10

20

30

数は任意であり、ロアレール３及びアッパレール４の相対移動の係止強度や必要なロック
解除ストロークの設定に合わせて適宜の個数を採用すればよい。
【００５６】
　・前記実施形態において、支持ピン２２は、両端部をアッパレール４（両第２側壁部１
４）に固着してロックレバー３０（両縦壁部３２）に軸支させてもよいし、両端部をアッ
パレール４（両第２側壁部１４）に軸支させてロックレバー３０（両縦壁部３２）に固着
してもよい。
【００５７】
　・前記実施形態において、ロアレール３又はアッパレール４は、複数枚の板材を溶接な
どで結合した構造であってもよい。
　・前記実施形態において、ロアレール３及びアッパレール４と、車両フロア２及びシー
ト５の固定関係（即ち上下の配置関係）は逆であってもよい。この場合、車両フロア２側
に設置されるロックレバー３０の解除操作は、例えばケーブルなどを通じて適宜の操作部
材から行ってもよい。
【００５８】
　・前記実施形態において、ロアレール３及びアッパレール４（車両用シートスライド装
置）は、シート５に対し各１本ずつ配設される構成であってもよいし、各３本以上ずつ配
設される構成であってもよい。
【００５９】
　・前記実施形態において、ロアレール及びアッパレールの相対移動に伴うシートの移動
方向は、例えばその幅方向であってもよい。
【符号の説明】
【００６０】
　２…車両フロア、５…シート、３…ロアレール（第１レール）、４…アッパレール（第
２レール）、１１…第１側壁部、１２…第１連結壁部、１３…第１折返し壁部、１３ｂ…
ロック爪（被係止部）、１４…第２側壁部、１４ｃ…透孔（側壁部透孔）、１５…第２連
結壁部、１６…第２折返し壁部、１６ｃ…透孔（折返し壁部透孔）、２２…支持ピン、３
０…ロックレバー、３１…柄部（レバー部）、３２…縦壁部、３４…天板部（連結壁、規
制壁部）、３６…締結部（係合突片）、３７…ロックプレート、３８…締結孔（係合孔）
、３９…ロック孔（係止部）、５０…ワイヤスプリング（付勢部材）。
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